
都道府県労働局

労働基準部長殿

基補発 0731第 1号

平成 26年 7月 31日

厚生労働省労働基準局

補償課長

業務上疾病の労災補償状況調査について

標記の調査については、業務上疾病の労災補償状況を把握するために毎年実

施しており、当該調査結果は、労災補償行政の推進に当たっての基礎資料とし

ているものである。

ついては、平成25年度分について、別添の様式により平成26年 9月 26臼ま

でに、当課職業病認定対策室職業病認定業務第一係あて郵送又はメールにて報

告されたい。

なお、当該様式については、労働基準行政システムの全国掲示板（全国掲示

板／本省／労働基準局／労災補償部／補償課）に掲載しているので、適宜活用された

担 当 厚 生 労 働 省 労 働 基 準 局

補償課職業病認定対策室

職業病認定業務第一係喜瀬、松田

TEL:os~5253 1111 

（内線55 7 0、5 5 7 2) 



様式 1
局

振動障害の労災補償状況調査票

平成25年度中に新規に支給決定を行った者の人数及び平成25年度末現在におい℃療養開始後
1年以上経過した者の人数

（単位人）
区分

平成 25年度中の
療養開始後 1年以上

経過した者の数
新規支給決定者数

（平成 25年度末現在）

事業の種類

林業

鉱業

採石業

建設業

製造業

その他

言十

（注）
1 平成25年度以前に療養、休業補償給付請求があったものでも、必も中い支給決定を 25年
皮叩に行ったものを計上すること九

また、以前に不支給決定を行い、 25年度に処分を変更して、支給決定をしたものについて
も計上すること。

2 療養開始後1年以上経過した者の数（平成25年度末現在）の総数は、補408における
「本年度末療養中jの者と 致することに留意するとと。



様式2 局

じん肺症等の労災補償状況調査票

平成 25年度中に新規に支給決定を行った者の業種別人数及び平成25年度末現在において療聾開始撞 1年以上経過した者の人数
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（注） 1 本調室は労基則別表第1のZ第5号を対象としていること固

2 「合併症内訳Iには、該当する欄に人数を計上するとと．

3 新規支給決定牛教については、平成25年度以前に療養、休業補償給付等の請求のあったものでも 最も早いあ給決定を25年度中に行ったものを計上する

ことa また抑制こ不支給決定を行い 平成25年度中に処分を変更し支給決定をしたものについては計上するとと．

4 療養開始後1年経過した者には傷病補償年金受給者は含まないものであること．

5 管理4t管理2 3 （合併症）の療養継続者数の合計の教は補40 8における r本年度末療養中の者j と 致することに留意すること。

6 業務上死亡者数については平成25年度に「業務上として死亡した者j を計上することa



様式3
局

職業がんの労災補償状況調査票

平成25年度中に新規に請求、支給決定又は不支給決定を行った者の人数等
（単位：人）

区分 平成25年度処理状況
疾患名 請求 支給決定不支給決定

I ベンジジンにさらされる業務による尿路系麓湯
2 ベ タ ナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫湯
3 4 アミノジフェニノレにさらされる業1きによる尿路系腫蕩
4 4 ートロジフェーノレにさらされる業1叶こよる尿路系腫療
5 ピス（クロロメチノレ）エ テノレにさら〈 れる業務による肺がん
6 ベリリウムにさらされる業務による肺がん
7 ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん

.s. 右石綿綿ににささーららーさされれ1る5業；業務務にによよるる肺苧皮が腫ん ド三y ー・：：：.：二＝ドラy

io 草ベ塩花化ンゼピピ、ー二ン万ノにレににさささらさらちぎれさ万れる業言る葉務業霧務に右による上よるる白肝肝血血細病管胞が肉腫お ー・－－－・－a晶..噌’一．，．，． ・－－－・・‘・‘・‘・』・．．‘・....・． ・・・・・・・・ーー・・・－・．．．．．．

II 1, ・2ージクロロプロパンにさらされる業務による胆管がん
12ジクロロメタンにさらされる業務による組管がん

7 13電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、
様式4 様式4 様式4

甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫
号 14オ フミンを製造する工程における業務による尿路系腫蕩

15 7 ゼ、ンタを製造する工程における業務による尿路系臆蕩
16コ クス文は発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん

J.7. ククロロムI酸醗塩塩文又はば重重ク邦ロムE酸酸塩塩を'ii製製造造す子るる土主程程ににおおけけるる業業務務に｛こよ王るる肺主が気道んーの：~r"J,；；守 冒.......’・－－－－・F開．胃 ・・・・・・・園田a・ーーー，開．・・・ー・』凶砂』ad，胃冒．・・・・・・』

J.8.ーニッッケケノノレレの＇ii>＇製製錬鎮又又法は務精錬鎮を若行干子うぢ工工程程ににおお）け7盃る業業務務に1Eよよるる肺主気が遣んのおん ‘....開開．，．．．』・......‘ー..曹’骨’骨・・・...”’開胃，．．．，．且且副圃圃』恒，W骨伺

19枇素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程文は

無枇機素枇を素含化有合二す物る鉱をを製製石造造をす原す料る芸と程じてに’金お属けの.2製業務錬若によじるくー肺は精が錬んを行事工程又ぽ ーーー・ー．』』F’E’・・・ー・ ・・・且・－・－・圃噂曹関E・・ 且・M..・・・－・・・・・・ー・・－－・

無機枇素化合物 る工程における業務による皮膚がん
20すす、鉱物油、トル、t?f、77'77ルト又はハ.77インにさらされる業 による皮膚がん
21その他のがん

I ~ I・・・ ’・・・・・M M・・ι目・・・・・・・ 開E・・・・・・ー‘・ι晶』 F噂開 ..........‘....冒・・a且・』凶

10 2亜鉛黄文は黄鉛を製造する工程における業務による肺がん
I~ 3ジア シジンにさらされる業務による尿路系腫療
百十

（注） 1 平成25年10月1日付けで施行声れた労働某準法施行規則の一部を改正する省令（平成25年厚生弊働

jij'.令第113引においてi自加声れた7号 6 I~遼痘iこついては、当該省令改正以前に請求等が

盆主怠ム主i2l三ついても 改正後の各項目に査よ主ゑよと企

2 7号21の疾病については、原則として最終の調査結果復命書の写しを添付すること。（当該復命書に

おいて、がん原性物質等の名称及びばく露時の状況（職種、従事期間、作業様態）、疾患名、発がん

部位、発生状況、保険給付の種別及び請求年月日、支給・不支給決定年月日が記載されていない場合

には、当該事項が記載されている書類の写しを併せて添付すること。）



様式4

ゴ

電離放射線障害調査票

平成25年度中に新規に請求、支給決定又は不支給決定を行った者

（単位 A人）
区分 平成25年度処理状況

疾患名 請求 支給決定 不支給決定

電離放射線にさらされる業務による白血病

亀離放射線にさらされる業務による肺がん

電離放射線にさらされる業務による皮f替がん

7号 1 3 電離放射線にさらされる業務による骨肉腫

電同II放射線にさらされる業務による甲状腺がん

電離放射線にさらされる業務による多発性骨髄腫

電離放射線にさらされる業務による非ホジキンリンパ腫

電離放射線にさらされる業務による皮膚障害
2母 5 

電向II放射線にさらされる業務による上記以外の疾病等

（注）上記の疾病については、新規に請求があった者については当該請求書の写しを、新規に支給決定又

は不支給決定を行った者については、原則として、最終の調査結果復命書の写しを添付すること。

（当該復命蓄において、電同It放射線への被ばく時の状況(J職種、従事期間、累計被ばく線量、作業様態）、

疾患名、発がん部位、発生状況、保険給付の種別及び諮求年月日、支給・不支給決定年月日が記載され

ていない場合には、当該事項が記載されている書類の写しを併せて添付すること。）



様式4-2 引
J

電離放射線障害個人調査票

フ Y ガナ・・・・・・・且祖国・・町再．冒・・・..且・圃・且開・凹’開......・且且祖国．恒且・..匹司恒，曙開・・ー・・・晶M・・・...・・咽ー.........・且・a圃..・咽司’司冒，....圃冒2・且．．．，．．開’司．．‘・・・・・・・・E・司事国．明....恒祖国司
労 働 者 の 氏 名 （男・女）

生 年 月 日 明・大・昭・平 年 月 日生

発 生 事 業 場

業 種

電離放射線に被ばくした職種

電離放射線業務従事時期

（電離放射線業務従事期間）

疾 病 名

発 生 状 況

業務による合計の被ばく線量

請 求 年 月 日

支給・不支給の別、

決 定 年 月 日

備 考

（注） 「業種」の欄は、労災保険適用事業細目に基づく事業の種類を記入すること。



様式5 引」

非災害性腰痛、上肢障害の労災補償状況

平成25年度中に新規に誇求、支給決定又は不支給決定を行った者の人数等

よ－－－－－－：
平成 25年度処理状況

請求 支給決定 不支給決定

非災害性腰痛

（うち介護労働者）

上肢障害

（うち介護労働者）

（単位：人）

（注） （｝）には介護労働者に係る人数を内数として記入するこ左。
なお、 「介護労働者」左l士、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条第1項

に規定する介護関係業務に係る作業を行う者とする。

（参考） 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条第1項 この法律において「介護
関係業務Jとは、身体上文は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障が
ある者に対し、入浴、排せっ、食事等の介護、機能訓練、看護及び療養上の管理その他
のその者の能力に応じ自立した日常生活を営むととができるようにするための福祉サー
ピス又は保健医療サーピ、スであって厚生労働省令で定めるものを行う業務をいう。


